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１ 趣旨 

    学習の場を教室から豊かな自然の中へ移し、児童が人や自然、地域社会とふれ合い、  

理解を深めるなど、さまざまな体験活動を通して、自分で考え、主体的に判断し、行動し、

よりよく問題を解決する力や、生命に対する畏敬の念、感動する心、共に生きる心を育む

など、「生きる力」を育成する事を目的とする。 

 

２ 実施対象 

    小学校５年生 

 

３ 期 間 

   ５日間  (４泊５日で実施) 

 

４ 実施内容 

  ・日常生活では味わえない感動体験など、自然学校で指導する事により効果があがる活 

動を行う。 

 ・施設に宿泊し、周辺の自然についての学習や地域とのかかわりのある活動を行う。 

 

５ 指導補助員等の役割 

・自然学校の効果的な実施を図るため、教員の補助に当たる指導補助員、救急員及び栄養

士を置くものとする。 

 

６ 指導補助員等の心得  

・児童が思い出深き、より充実した自然学校を実施するに際して、指導補助員等の役割 

は重要である。学校教員と連携を密にするのはもとより、指導補助員等としての役割を

十分に発揮すること。 

 

    ①指導補助員 ・教員を補助し、児童の引率や指導を行う。 

         

    ②栄 養 士 ・食物アレルギーの児童の食事作り、栄養管理を行う。必要に応じて          

配置。 



指導補助員・栄養士の諸注意 

 

１ 指導補助員・栄養士が互いに和を保ち協力体制を確立する。各自の役割分担

を明確にする。 

 

２ あくまでも、学校教育現場にたつ指導補助員・栄養士（＝学校教員）である

という自覚ある行動をすること。 

 

(1) 指導補助員等としての心構え 

  ◆身だしなみ（服装・頭髪・化粧・アクセサリー等）に気をつけること 

  ・教育現場、野外活動にふさわしい身だしなみ。 

  ・不要なアクセサリー類は身に着けない。 

  ・活動内容や安全面には十分に留意すること。 

  ◆言葉遣いに気をつけること 

  ・特に全体指導における言葉遣いは丁寧語で。 

 ◆指導者として自覚ある行動 

  ・指導者としての自覚を持ち、モラルを持って仕事に従事する。 

  ・指示待ちではなく、常に指導者として何をすべきなのか考えて行動する。 

  ・活動プログラムの内容を充分理解した上で、準備を怠らない。 

  ・朝は、子どもより早く起きて一日の準備を万全にしておく。 

  ・施設内でのルールは遵守する。(飲食、喫煙等) 

 ◆自分勝手な判断をせず、必ず、学校教員と相談すること 

  ・学校はねらいを持って自然学校を行っているので、その意向に沿って活動を進める。 

  ・プログラム内容や児童の様子について、気になることがあれば、必ず学校教員に相談

すること。 

  ・児童の様子で気づいたこと、怪我や体調不良などは引率教員に必ず共有すること。 

  ◆児童の人権を尊重し、どの児童に対しても平等に接すること 

  ・よく話しかけてくる児童だけでなく、常に全体に目を配る。 

  ・個人情報の取り扱いには十分に注意すること。活動中に知りえた情報については口外

しない。学校から配布された資料等については、自然学校の期間が終了した際に学校

に返却する。 

・児童の前や活動中は、スマートフォンや携帯電話利用を控える。 

・自然学校に関係する写真や児童の写真を、個人の携帯電話やカメラ、ビデオ等で撮影

することは厳禁。(如何なる理由も許可しません。) 

SNS 等にアップロードすることも厳禁。 

 ◆自然学校終了後の児童とのかかわりは節度を持って行うこと 

  ・児童と連絡先の交換や SNS での交流、後日遊びに行く等、保護者が心配するような

かかわり方はしない。 



(2) 体罰は厳禁 

体罰とは 

 ①身体に対する侵害 … なぐる、けるの類 

 ②肉体的・精神的に苦痛を与える 

           … 端座・直立等特定の姿勢を長時間保持させる 

              用便に行かせない 食事時間が来ても与えない 

                          グランドを走らせる、掃除をさせる等で極端に肉体的 

             苦痛を与えるもの 

(3) セクシュアルハラスメントは厳禁 

     相手を子どもと思って行動するとセクシュアルハラスメントになることがある。 

セクシュアルハラスメントとは性差別による人権侵害 

 ①性的な冗談や質問 

  ②体に触れる       … 膝の上にのせる、肩を抱く、等 

  ③のぞき見や盗撮         … 男子指導補助員が女子の部屋を見回る等 

                ※疑われるような行為も絶対にしない 

  ④プライバシーに立ち入った質問をする 

 

３ その他 

  ◆事故・怪我が無いように細心の注意を払うこと 

    ・児童の事故は起こってはならないことであるが、指導補助員自身にも怪我や事故が 

   あってはならない。体調が優れない場合は、引率教員相談する。 

  ・夜の見回りは学校教員の仕事である。早く打ち合わせをすませ、ゆっくり休むこと。 

   睡眠不足は事故の元である。自然学校期間中は、体調を万全にし、子ども達のエネ 

   ルギーを全部受け止められるようにしておく。 

 ◆事前の打ち合わせには、必ず出席すること 

  ・事前の打ち合わせは、子どもの様子や学校の要望など、大切な話し合いの場である。   

また、５日間の指導補助員同士の役割を明確にしておく事も大切である。 

・学校からの着信等が残っていた場合は、なるべく早く時間を見つけて連絡する。 

 

・原則として、自然学校の日程が決定した場合、責任を持って参加すること。 

・ただし、やむを得ない事情により参加できない場合は、代理をさがした上で、事前に学校

教育課まで連絡し、代理の名前・住所・年齢・連絡先等を報告する。 

・学校との事前打ちあわせの連絡があってからのキャンセルは、学校に大変迷惑がかかる。

また、他の指導補助員とも打ち合わせができなくなるので、早めに連絡をすること。 
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